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内水氾濫について

１ 内水氾濫について

• 河川を流れる水を外水と呼ぶのに対し、堤防で守られた内側
の土地（人が住んでいる場所）の水を「内水（ないすい）」と呼び
ます。

• 大雨が降ると、側溝や下水道、排水路だけでは降った雨を流し
きれなくなることがあります。また支川が本川に合流するところ
では、本川の水位が上昇すると、本川の外水が支川に逆流す
ることもあります。

• このように、内水の水はけが悪化し、建物や土地・道路が浸水
することを「内水氾濫」といいます。

２ 河川の内水対策の役割分担

• 内水が発生した支川の水路管理者が主体となって計画を策定

• 内水対策は、本川管理者と支川管理者等が協議により対策を
実施
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主な内水氾濫の発生形態イメージ

①本川の水位が上昇し、府管理河川の排水が出来ない

②府河川の水位が上昇し、市町村河川の排水が出来ない

③下水道の排水能力を超え、市街地の排水が出来ない

④水路・側溝の排水能力を超え、排水が出来ない

P

一次支川
（府管理河川） 二次支川

（市町村管理河川）

①府河川に起因
する内水 ②市町村河川に起因

する内水

下水道の排水区域

③下水道等に起因する
内水

水路・側溝の排水能
力を超えた内水

P
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内水対策に深く関連している「総合治水対策」の体系施策
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① 治水施設
の整備

③ まちづくり・土地利
用

② 流域対策
（流出抑制）

⑤ 地域防災力向上・
防災教育

④ 警戒避難体制の強
化

下水道

河 川

浸水予想区域図等の公表

地域防災力の向上

防災教育（若年層）の推進 など

市街化調整区域の保持

土地利用規制、緑地の保全・回復

高床式建築の助成 など

公共施設（公園・道路等）の浸透施設設置

民間施設（棟間・駐車場等）の浸透施設設置

各戸浸透施設（浸透ます・トレンチ等）の設置

森林・農地の保全

公共施設（校庭・公園等）の貯留施設設置

民間施設（地下・駐車場等）の貯留施設設置

各戸貯留施設（雨水タンク等）の設置

水田・ため池の保全

開発調整池の活用

管渠の整備

雨水調整池、ポンプ場の整備

河川の改修

防災調整池、排水機の整備

雨量・水位の情報収集、提供

客観的避難基準と予警報システムの確立

要援護者施設の支援体制 など
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主な河川関係の内水対策の概要
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